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１．研究計画の概要 
 本研究課題は、次の５つの研究項目で構成
されている。（１）日本の法科大学院におけ
る臨床法学教育の実施状況を把握する。（２）
国際的な臨床法学教育の展開状況を把握す
る。（３）司法修習との方法論上の差異を明
らかにし、法曹養成の改善に資する臨床法学
教育のあり方を検討する。（４）他の専門職
養成、例えば医師養成との比較において、臨
床方法論の効用と課題について検討する。
（５）臨床法学教育の方法論を、継続的法曹
教育に取り入れる形態を検討する。 
 
２．研究の進捗状況 
 （１）日本の法科大学院での臨床法学教育
の実施状況については、2009 年 4 月に全国
法科大学院クリニック調査結果を『臨床法学
セミナー』第６号（臨時増刊）として刊行し
た。また、模擬裁判教育の実態調査について
も、全国の法科大学院を対象に調査を実施し、
その調査結果を現在取りまとめ中である。
（２）国際的な臨床法学教育の展開について
は、ほぼ毎年アメリカ法科大学院協会の研究
大会や、イギリスを中心とする国際臨床法学
教育ジャーナルの研究大会などに研究員を
派遣してきた。派遣研究員は帰国後に研究セ
ミナーを開催して、全ての海外視察について
報告している。これらの報告は、『臨床法学
セミナー』等において適宜公表している。ま
た、2009 年 12 月にはカリフォルニア大学バ
ークレー校との共催で日米の臨床法学教育
を比較するシンポジウムを開催した。（３）
司法修習との方法論上の比較については、
2009 年度の月例研究会においてアンケート
の調査項目を数度に亘り検討し、2010 年度
にアンケートを実施するための基本的準備

を終えている。また、このアンケート調査を
有効に実施するために日本弁護士連合会と
の協力関係の調整も行ってきた。（４）他の
専門職養成との比較については、医学教育者
との連携のネットワークを形成し、特に模擬
患者や模擬依頼者というシミュレーション
教育の効用と課題について比較するシンポ
ジウムを、2007 年 12 月に開催した。（５）
継続的法曹教育については、司法修習の中に
組み込まれる選択型修習のプログラムとし
て、大学における研究蓄積を活用したリーガ
ル・カウンセリングの方法と臨床心理学の知
見を結び付ける修習プログラムを研究して
おり、東京三会の弁護士会との連携のもとに
具体的な成案を得る作業を行っている。 
 
３．現在までの達成度 
達成度区分「②おおむね順調に進展してい
る。」 
 （１）全国法科大学院クリニック調査報告
を刊行できたことは、大きな成果である。
（２）国際的な比較においては、海外への研
究員の派遣について報告の論稿を公表して
おり、また 2009 年 12 月にカリフォルニア大
学バークレー校と共催した日米臨床法学教
育比較シンポジウムの実現も大きな成果で
ある。（３）司法修習の実態調査については、
アンケート調査の準備がほぼ出来上がって
いる。（４）医師養成との比較研究では、医
学部教育者との連携関係を構築できたこと
は大きな成果であり、法学教育と医学教育の
共通した課題について双方の認識を共有す
るに至っている。（５）継続的法曹養成にお
ける臨床方法論の活用については、2009 年
度末から研究チームを編成し、具体的な教育
プログラムを作成中である。 
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４．今後の研究の推進方策 
 2010 年度には、司法修習との比較について、
日本弁護士連合会の協力を得て弁護修習の
実態調査を行う。国際比較については、4 月
末に日中韓の臨床法学教育についての比較
シンポジウムを開催する。医師養成との比較
については、5 月末に大学という学術環境に
おける専門職教育として法曹養成と医師養
成の共通した課題を検討するシンポジウム
を開催する。継続的法曹養成については、司
法修習の一部として実施する選択的修習の
プログラムを 2010 年度末に、その成案をと
りまとめる。以上の研究活動については、引
き続き『臨床法学セミナー』誌において公表
する。 
 
５. 代表的な研究成果 
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